
住民税非課税世帯等に対する物価高騰等対策給付金　　国実施� ※本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。

概 要 令和５年６月１日時点で松前町に住民登録があり、受給要件に該当する世帯の世帯主へ給付金が支給されます。

区 分 ❶住民税非課税世帯 ❷家計急変世帯

受 給 要 件
世帯全員の令和５年度の住民税（均等割）が非課税の世帯
※�住民税が課税されている者の扶養親族などだけの世
帯は除く。

家計急変などにより、世帯全員が住民税（均等割）非課
税相当の収入となった世帯

手 続 き

世帯全員が、令和５年１月１日以前から松前町に住所
がある世帯の場合
→�役場から対象となる世帯主あてに「確認書」が届きま
す。
　�内容をご確認のうえ必要事項を記入し、提出してく
ださい。（郵送可）

世帯の中に、令和５年１月２日以降に転入した方がい
る世帯の場合
→�「申請書」を役場または各支所で受け取るか、町ホー
ムページからダウンロードし、提出してください。

「申請書」を役場または各支所で受け取るか、町ホーム
ページからダウンロードし、提出してください。

※�提出する場合は、役場または各支所に一度ご相談く
ださい。

給付金の額 １世帯あたり　３万円 １世帯あたり　３万円

給付の時期 ７月下旬から順次支給予定 ７月下旬から順次支給予定

申 請 期 限 確認書　９月下旬　　　申請書　11月末 11月末

提 出 先 役場または各支所 役場または各支所

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金� ※本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。

概 要 食料品などの物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯へ給付金が支給されます。

区 分 ひとり親世帯	 道実施 その他の世帯
※ひとり親世帯分を受給した方は除く� 町実施

受 給 要 件

❶令和５年３月分の児童扶養手当を受給している方

❷�公的年金などを受給しており、令和５年３月分の児
童扶養手当を受給していない方

❸�食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
収入が児童扶養手当の対象となる水準になった方

❶�令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金（その他の世帯分）」を受給し
た方

❷�上記❶のほか、令和５年３月31日時点で、18歳未満
の児童（障害児の場合は20歳未満）を養育する父母な
どで、令和５年度分の住民税（均等割）が非課税の方、
または家計急変などにより、世帯全員が住民税（均等
割）非課税相当の収入となった世帯の方

手 続 き

受給要件❶の方
→申請不要
�道から、令和５年３月分の児童扶養手当を受給して
いる口座に振り込まれます。

受給要件❷・❸の方
→申請必要（郵送可）
「申請書」を役場または各支所で受け取るか、町ホー
ムページからダウンロードし、提出してください。
申請内容を確認後、道から支給されます。

受給要件❶の方
→申請不要
町から、昨年度受給された口座に振り込まれます。
※公務員の方は申請が必要です。
（特別児童扶養手当を受給している方は申請不要）

受給要件❷の方
→申請必要（郵送可）
「申請書」を役場または各支所で受け取るか、町ホー
ムページからダウンロードし、提出してください。
申請内容を確認後、町から支給されます。

給付金の額 児童１人あたり　５万円 児童１人あたり　５万円

給付の時期 道から通知されています ７月下旬から順次支給予定
※受給要件❶は、6月中に支給済

申 請 期 限 令和６年２月29日 令和６年２月29日（新生児の場合は３月15日）※必着

提 出 先 役場または各支所 役場または各支所

電力・ガス・食料品などの物価高騰による支援として

給付金を支給します
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